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                            日防協第２０号 

                            令和６年２月９日 

 

  （北海道、岩手県、千葉県、山梨県、愛知県、山口県） 

         消防協会会長 様 

           山口県消防学校長 様 

                     一般財団法人 日本防火・防災協会 

                          理事長 髙 尾 和 彦 

                                （公印省略） 

 

令和６年度共催行事の申請について 

 

 当協会の事業につきましては、平素から格別の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

 さて、当協会では、幼少年消防クラブ、女性防火クラブ及び自主防災組織の民間防

火組織の拡充・強化を図るため、当該クラブ等を中心として行われる行事のうち、そ

の内容が適当と認められるものについて、当協会との共催行事としてその事業費の一

部助成を予定しております。特に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す

る法律」が制定されたことを踏まえ、地域防災力の充実強化を図ることを目的とし、

地域の各種防火防災組織と連携して実施する行事については、優先して採択をするこ

ととしています。 

 つきましては、共催行事の実施を希望される場合は、別添「令和６年度共催行事申

請書」に基づき、別記様式により令和６年３月８日（金）までに当該道府県消防・防災

主管課に申請書を提出(時間厳守)してください。共催行事として認定された後の手続

きに当たっては別紙２の「令和６年度共催行事事務手続要領」も併せてご参照してく

ださい。 

 また、下記事項にもご留意くださるよう併せてお願いいたします。 

記 

１．令和６年度から内定方式を改めるとともに、助成金額については採択件数拡大の

ため 10 万円以内とし精算処理後に助成金を支払う方式にし、事務の簡素化を図りま

した。 

２．当協会の事務処理上、開催日が令和６年４月下旬から１２月末日までに終了する

行事に限り申請してください。 

３．申請数が予定数を超えた場合は、御要望に添えない場合があります。 

４．共催行事として認定した場合は、本年４月中旬頃を目途に決定の通知をいたしま

す。 

 

(問合せ先) 

                             日本防火・防災協会 振興部 杉浦 

                                    TEL 03-6280-6904  FAX 03-6205-7851 

                   E-mail:y.sugiura@n-bouka.or.jp 


